
所 長 副 所 長

業務内容

令和８年度　　　　　　　　　　円
令和９年度　　　　　　　　　　円
令和10年度　　　　　　　　　　円

設　　　　計　　　　書

区　　分 東　　サ
総務担当 　設計担当者　

 

廃棄物（事業所ごみ・資源化物）を収集し、処

 

東部市民サービスセンター

業務番号 第１４号
直通　８５３－１０３９

　　　　　　 総務担当　　　　　　

財 源 区 分

年 度 令和７年度 作成年月日

業 務 名
　　秋田市東部市民サービスセンター

　東部市民サービスセンターで集積された一般
　　一般廃棄物収集運搬業務委託

国　　補　　　・　　　県　　補　　　・　　（市　　単）

分施設へ運搬すること。

委 託 期 間
令和８年４月　１日から

令和11年３月３１日まで

履 行 場 所 秋田市広面字釣瓶町１３番地３

設 計 金 額



明 細 書    第  　1　  号

13,530 ㎏ 30㎏×451回

Ⅱ　資源化物 155 回

毎週木曜日（祝日の場合は翌日）に
実施。年末年始（12月29日～１月３
日）は不実施。
R 8年度：51回
R 9年度：52回
R10年度：52回

小　計

消費税

合　計

古紙、金属類、ペットボトル、
ビン、缶、乾電池

Ⅰ　事業所ごみ

処分費

451 回

名　　            　称 品　種 形　状 ・ 寸　法

運搬費

員　       数 単位 単　   価　(円) 備　　      　考金　  額　(円)

毎週月・水・金曜日（祝日の場合は
翌日）に実施、ただし金曜日が祝日
の場合は不実施。年末年始（12月
29日～１月３日）は不実施。
R 8年度：152回
R 9年度：152回
R10年度：147回


